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はじめに

第314回の委員会では、賃貸人が、賃借人
に対し、正当事由による解約の申入れにより
賃貸借契約が終了したとして、立退料支払と
引き換えに店舗の明渡しを求めた事案におい
て、建物の老朽化により、危険性が顕在化し、
耐震診断の数値も悪化していることから、立
退料提供の補完により正当事由を具備したと
して、建物明渡を認容した事例（東京地裁 
平成30年８月28日判決 控訴審にて和解）を
取り上げた。

＜事案の概要＞

本件は、築40年超の賃貸ビルとその土地を
所有し、一部を店舗として賃貸している賃貸
人が、耐震補強工事費用等を勘案し、本件建
物を取り壊し後、所有している隣地と一体的
に活用してホテルを建築することを計画し、
正当事由による解約の申入れにより賃貸借契
約が終了した旨を主張して、立退料支払と引
き換えに本件建物の明渡しを賃借人に求めた
事案である。
第一審において、本件建物は、耐震補強工

事費用から、補修して維持していくことは経
済的合理性に乏しく、建替えの必要性が相当

程度に高いものの、賃借人の使用の必要性に
比べるとその程度は低く、賃貸人による退去
の申入れ時点では、立退料提供を考慮しても
正当事由があるとまでは認められないが、そ
の後モルタル片落下事故等が生じたことで老
朽化による危険性が顕在化し、耐震診断では、
構造耐震指標となるIs値が深刻化しているこ
とから、賃貸人の建替えの必要性が賃借人の
本件建物を使用する必要性を上回る状態に至
り、賃貸人が提示する立退料から増額した金
員の提供による補完を前提に、正当事由を具
備したとして、建物明渡請求が認められた。
第一審判決を不服として、賃借人が控訴し、

また賃貸人は附帯控訴をしたが、その後和解
が成立した。

委員会では、裁判所の建物明渡や立退料等
に関する考え方等について意見交換が行われ
た。詳細は「委員会における指摘事項」を参
照していただきたい。

また、委員会に先立ち行われたワーキング
グループ（不動産事業者、行政庁等で構成）
では、本事例等を踏まえ、耐震性不足の深刻
化による正当事由等について報告がなされた
ので紹介する。

〈不動産取引紛争事例等調査研究委員会（第314回）検討報告〉
建物賃貸人が、賃借人に対し、建物耐震性を理由に退去を求め、
立退料提供による補完を前提に、建物明渡請求が認められた事例

＜建物明渡請求事件＞
◎東京高裁 平成31年１月11日和解
　平30（ネ）4284号・5321号　判例集未登載
　東京地裁 平成30年８月28日判決
　平27（ワ）34802号　ウエストロー・ジャパン

調査研究部
（元調査役：三輪 正道）
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＜ワーキング意見＞ 

○本判決の立退料の感想
・立退料については、高いと感じられるとの
意見が多かった。また、立退料算定にあた
り、借家権価格相当分とは別に、営業補償
等の補償額が加算されるのは賃貸人にとっ
て厳しいのではないかとの意見があった。
（仮に、本件で賃借人が多数いた場合、借
家権価格がそれぞれに合算されると立退料
総額はかなりの金額となる。）

・一方、立退料が高いのは、本件建物は駅近
くの一等地に立地し、不動産価格が高騰し
ている時勢でもあり、それが立退料算定に
も反映されているのではないかとの意見も
あった。
・裁判所判断の立退料算定方法において「原
告は、耐震強度不足等を認識しつつ本件建
物を購入しており、その際に、その点も購
入価格において考慮済みであるか考慮する
ことができたこと」とあるが、所有者の取
得時期や取得価額は賃借人とは無関係のこ
とであり、これらによって立退料が変動す
ることには違和感があるとの意見があっ
た。

○耐震性不足の深刻化による正当事由
・平成26年６月時点（賃貸人による解約申入
れ時点）でも、平成19年11月耐震診断報告
書において耐震性不足と判断されており、
第三者への人的、物的被害が生じてからで
は遅すぎると思われ、裁判所も解約の正当
事由として判断してもよかったのではない
かとの意見があった。

○耐震診断未実施又は耐震改修工事未実施建
物の売買において媒介受託する際の留意点
・会社として耐震診断未実施や、耐震改修工
事未実施の建物の受託を禁止していること

はないが、媒介受託にあたり、関係資料の
確認と買主に対する説明資料への添付や、
買主に対する建物現況説明をしっかりと行
っているとのコメントがあった。また、耐
震診断未実施の場合は、当事者に実施を依
頼するとのコメントがあった。

1 ．委員会資料

＜当事者＞

［原告］
Ｘ：個人　建物賃貸人
［被告］
Ｙ：法人　建物賃借人

＜判決の内容＞

［主文］
≪第一審≫
１　Ｙは、Ｘから２億円の支払を受けるのと
引換えに、Ｘに対し、本件建物部分を明け
渡せ。

２　Ｘのその余の請求を棄却する。
３　訴訟費用は、これを２分し、その１をＸ
の負担とし、その余はＹの負担とする。

［請求］
≪第一審≫
Ｙは、Ｘに対し、本件建物部分を明け渡せ。

［裁判所の判断］
１　争点１　解約の正当事由について
⑴　前提事実、各掲記の証拠及び弁論の全趣
旨によれば、次の各事実が認められる。
ア　本件建物の概況等
ア　本件建物は、東京都中央区〈以下省略〉
の商業地域に位置し、北西側で幅員約11ｍの
舗装区道（ｃ通り）に、南西側で幅員約６ｍ
の舗装区道に面し、ａ駅○○中央口から徒歩
３、４分程度の位置にある。
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イ　本件建物は、昭和42年７月29日に建築さ
れた鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付７
階建建物であり、本件店舗は、同地下１階部
分を占め、その出入口は南西側の区道に面し
ている。
ウ　本件建物のうち３階ないし７階部分は、
株式会社▽▽（以下「▽▽」という。）が賃
借しサウナ浴場として営業していたところ、
前所有者が、平成19年７月７日付けでした解
約申入れによる賃貸借契約の終了等に基づ
き、▽▽に対し同部分の明渡し等を求めて、
平成20年７月頃、東京地方裁判所に提訴し（以
下「別件訴訟」。）、平成23年２月10日、立退
料との引換給付による同明渡し等の判決を
得、同控訴審において、同年７月29日、▽▽
との間で、同部分の明渡しを含む和解が成立
し、▽▽は、同部分を前所有者に明け渡した。
同部分は、その後、空室となっている。
エ　本件建物のうち１階及び２階部分は、テ
ナントにより飲食店舗として使用されてお
り、Ｘは同賃貸部分の明渡しを求めて交渉し
ている。
イ　本件建物の耐震強度、建替えの要否に関
する事情
ア　前所有者の依頼を受けた専門業者により
平成19年11月に作成された耐震診断報告書に
よると、本件建物は、耐震判定の指標である
Is値が、１階から５階まで、順次、ｘ方向で、
0.39、0.39、0.41、0.48、0.54、 ｙ 方 向 で、
0.30、0.23、0.30、0.39、0.42と許容値の0.6を
下回ること等から、大地震時には１階ないし
３階を中心に人命に影響するような大きな倒
壊又は崩壊する危険性が極めて高いとの判定
がされている。
イ　Ｘの依頼を受けた一級建築士事務所所属
の管理建築士により平成28年６月に作成され
た耐震診断報告書によると、本件建物は、Is
値が、１階から５階まで、順次、ｘ方向で、

0.403、0.170、0.295、0.328、0.354、ｙ方向で、
0.321、0.305、0.312、0.343、0.414と判定指標
0.60を下回ること、建物保存状態として、建
物の随所に鉄筋錆が溶出し、錆による爆裂破
壊、構造クラックが確認されたこと等から、
地震時には２階から先行して崩壊する可能性
が高い等と指摘され、地震の震動及び衝撃に
対して、倒壊又は崩壊する危険性が高いとの
判定がされている。
ウ　本件建物は、平成24年３月に作成された
定期調査報告書により，外壁コンクリート部
分の劣化、煙突部分の劣化等が指摘されてい
たところ、平成28年４月28日、本件建物に設
置されていたダムウェーターを囲うモルタル
片が落下しダクトを破損する事故（以下「本
件事故」という。）が生じ、Ｘは、外壁他落
下防止対策工事費用等として、2000万円余り
を支出した。
エ　また、Ｘが経営する関連会社の依頼を受
けて作成された概算見積書によると、本件建
物の耐震改修工事費用として２億3000万円を
要するとされている。
ウ　Ｘの使用の必要性に関する事情
Ｘは、本件建物、同敷地及びその隣接地を

所有し、平成27年２月頃までに、隣接地上に
所在したビルの解体工事を完了した。Ｘは、
本件建物部分の明渡し、１階及び２階部分の
明渡しを受けた後、本件建物を解体し、Ｘ又
は経営する関連会社において、同敷地及びそ
の隣接地上にビジネスホテルを建築する計画
を立てている。
エ　Ｙの使用の必要性に関する事情
ア　Ｙは、外食事業を営み、「△△」等複数
のブランドの飲食店チェーン店を経営してい
るほか、複数の事業を営み、平成27年10月末
現在で、国内外に2167店舗を有している。平
成27年３月期の全体の売上高は約1454億8700
万円、営業利益は約25億8600万円であり、本
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件店舗の売上高、営業利益は、同期が約１億
2082万円、約1724万円、平成28年３月期が約
１億2544万円、約2102万円、平成29年３月期
が約１億2274万円、約1985万円である。
イ　Ｙは、前記のほか、Ｙが主張する立地条
件、営業環境等の諸条件から、本件店舗をＹ
が経営する飲食店の中でも希少価値が高く、
有数の売上げ、利益を上げる象徴的な店舗で
あると位置付けている。
ウ　本件建物が所在する地区の付近は、西側
の○○・ｄ地区、南西側の○○・ｅ地区、○
○・ｆ地区が第一種市街地再開発事業の対象
地とされている。
⑵　検討
ア　本件解約条項は、解約権を留保したもの
（借地借家法27条）と解されるところ、やむ
を得ない事由という文言を用いて解約するこ
とができる場合を規定していることからすれ
ば、同法27条所定の正当事由の有無の判断は、
より慎重に行うのが相当である。
イ　本件建物は、昭和42年７月に建築され、
平成29年７月には耐用年数である築50年が経
過し、上記のとおり、耐震強度が不足し、大
規模な地震により倒壊又は崩壊の危険性が高
いと判定されている。そして、その耐震診断
報告書や、定期調査報告書において、老朽化
によると考えられる鉄筋錆、爆裂破壊、構造
クラック、外壁コンクリート部分や煙突部分
の劣化等が指摘され、平成28年４月には、定
期調査報告書のとおり本件事故が生じている。
耐震強度不足については、上記⑴イエのと
おり、耐震改修工事により対処することが可
能であるものの、その費用として２億3000万
円を要するとされており、上記のとおり老朽
化による破損事故等が生じ、定期調査報告書
のとおり、その対策工事費用として2000万円
余を要していることからすると、本件建物を
補修して維持していくことは経済的合理性に

乏しく、建替えの必要性が相当程度に高いも
のということができる。
ウ　Ｘの使用の必要性については、上記⑴ウ
のとおり、本件建物を取り壊し、同敷地及び
隣接地と併せてビジネスホテルを建築すると
いうものであり、上記アの本件建物の状況を
前提とすると、使用の必要性は認められるも
のの、Ｘは、その状況を認識した上で、あえ
て本件建物を取得したことからすると、さほ
ど重視することはできず、Ｙの使用の必要性
に比べると、その程度は低いものといわざる
を得ない。
エ　Ｙの使用の必要性については、Ｙは、本
件賃貸借契約締結以降、長期に渡り、本件店
舗の経営を続け、上記⑴エイのとおり位置付
けてきたもので、その使用を継続することは
本件賃貸借契約の趣旨、目的に適うものであ
り、Ｘの使用の必要性に比べると、その程度
は高いものということができる。
もっとも、本件建物は、上記イのとおり、

建替えの必要性が相当程度に高い状態にあ
り、その建替えの必要性を上回って、Ｙの使
用の必要性が高いとまでいうことはできない。
この点、Ｙは、本件店舗と同等の条件を備

えた移転先を選定し、同種同規模の代替店舗
を確保することが著しく困難である旨主張す
るところ、上記⑴エウの事情も考慮すると、
近隣地域においては供給が少なく、同等の代
替店舗の確保が困難であることは推察され
る。しかし、条件を緩和することによっても
代替店舗の確保が困難であることを認めるに
足りる証拠はなく、上記⑴エアのＹの企業規
模にも照らすと、この点は、経済的損失の域
を出るものではなく、正当事由の有無に際し
て、重視すべき事情ということはできない。
オ　以上に基づいて検討するに、上記アのと
おり、正当事由の有無については慎重に判断
すべきであり、Ｘが本件解約申入れをした平
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成26年６月21日の時点では、耐震強度不足に
よる倒壊又は崩壊の危険性が高いと判定され
ているが、耐震改修工事により対処すること
が可能であることからすれば、Ｘが、その後
立退料の提供をしていることを考慮しても、
なお、やむを得ない事由があるとまでいうこ
とはできず、同時点では、正当事由があると
まで認めるには足りない。
もっとも、Ｘは、本件解約申入れ後、Ｙに

対し本件建物部分の明渡しを求めて、交渉を
続け、調停申立てを経て、本訴を提起してお
り、解約申入れの意思表示を黙示的、継続的
にしているものと認められる（最高裁昭和41
年11月10日第一小法廷判決・民集20巻９号
1712頁参照）。また、本件賃貸借契約は、本
件解約申入れ後、平成28年３月１日に期間満
了となるところ、上記原告の黙示的解約申入
れの意思表示は、更新拒絶の通知（借地借家
法26条１項）にも該当するということがで
き、Ｙは、これを基礎付ける事実関係につい
ては認識していたと認められるから、同期間
満了により本件賃貸借契約が更新されない可
能性を想定することができたと認められる。
そして、平成28年４月28日にはモルタル片が
落下する等の本件事故が発生し、本件建物の
老朽化による危険性が顕在化するに至ったと
いえること、同年６月には、前記⑴イイの耐
震診断報告書による耐震強度不足の判定がさ
れ、平成19年11月に作成された耐震診断報告
書よりもIs値が悪化しており、より深刻化し
ていることからすると、本件建物の建替えの
必要性がさらに増大し、遅くとも、同月には、
その必要性が、Ｙの本件建物の使用の必要性
を上回る状態に至ったというべきであるか
ら、立退料の提供による補完を前提として、
正当事由を具備するに至ったと認めるのが相
当である。
⑶　小括

以上によれば、本件賃貸借契約は、平成28
年６月には解約申入れの正当事由を具備し、
遅くとも同年12月末日の経過により終了した
と認められる。

２　争点２　立退料の額について
⑴　立退料の算定方法
ア　前記のとおり、Ｘによる解約申入れは、
立退料の提供による補完を前提として正当事
由を具備するところ、同正当事由は、Ｙの使
用の必要性の方が、Ｘの使用の必要性よりも
大きいものの、本件建物が耐震強度不足、老
朽化により建替えの必要性が高く、前者につ
いては耐震改修工事により対処することが可
能であるが、多額の費用負担を要し、老朽化
の点も併せ考慮すると、もはや耐震改修工事
等により本件建物を維持していく経済的合理
性に乏しいという点に根拠がある。
そして、Ｘは、耐震強度不足等を認識しつ

つ本件建物を購入しており、その際に、その
点も購入価格において考慮済みであるか考慮
することができたこと、上記耐震改修工事費
用等は賃貸人において負担すべき性質である
こと、他方、Ｙには本件賃貸借契約上の義務
に違反したなど正当化事由を基礎付ける積極
的事情は見当たらないこと等の諸事情からす
ると、Ｙの経済的損失は、できる限り補填さ
れるべきであり、本件賃貸借契約の終了によ
り喪失することになる借家権価格相当分と、
本件建物部分の明渡しに伴い生ずる営業補償
等の損失補償分とを合算して、立退料を算定
するのが相当である。
イ　次に、立退料の算定時期については、本
件賃貸借契約が、遅くとも平成28年12年末日
の経過により終了することから、同時点を基
準として算定するのが相当である。
この点、Ｙは、口頭弁論終結時を基準とし

て算定すべきであると主張するが、立退料の
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算定要素のうち借家権価格相当分については、
賃貸借契約の終了により喪失することになる
のであるから、終了時を基準とすべきである。
営業補償等の損失分については、実際に明
け渡す際に現実化するものであり、その調整
の趣旨を有するものではあるが，解約申入れ
に正当事由が具備されてから６か月が経過し
た時点で賃貸借契約終了の効力が生じ、賃借
人としては、その時点で立退料の支払を受け
るのと引換えに明渡義務を負うことになるこ
とからすると、少なくとも、その効力が生じ
る前に立退料の提供がされている場合には、
終了時を基準として算定すべきである。そし
て、本件において、既に立退料の提供がされ
ていることは前記説示のとおりであり、また、
後記⑵のとおり、鑑定の結果、営業補償等の
補償額については、平成26年12月末日時点と
平成29年９月６日時点とで、ほぼ差異がなく、
本件賃貸借契約終了時と口頭弁論終結時とで
有意な変動が生じたことは認められないか
ら、この点からも、Ｙの主張を採用すること
はできない。
⑵　鑑定の結果
ア　鑑定の結果、平成29年９月６日時点の適
正立退料として、概要、次のイ、ウのとおり、
借家権価格（対価補償）を１億1900万円と、
営業補償等の補償額を7785万6013円と査定さ
れ、１億9700万円と算定されている。
イ　借家権価格（対価補償）
ア基礎となる土地及び建物価格
①　敷地全体の土地価格　27億8000万円
公示価格を基準とした価格が745万円／㎡、
取引事例比較法による価格が805万円／㎡～
873万円／㎡と査定し、前者の価格との均衡
に留意し、後者の価格を比較検討して、標準
価格を840万円／㎡と査定し、格差修正率96
％を乗じて単価を806万円／㎡と査定し、評
価数量345.19㎡を乗じて、敷地全体の価格を

27億8000万円と査定。
②　一棟の建物価格　2030万円
原価法を採用し、再調達原価を６億7600万

円と査定し、耐用年数に基づく方法と観察減
価法により査定した現価率３％を乗じて積算
価格を2030万円と査定。
③　対象不動産の土地・建物の内訳価格　土
地価格４億3582万円、建物価格318万円
①及び②を合計した積算価格28億0030万円

に、階層別効用比に基づき査定した地下１階
部分の配分率15.68％を乗じて対象不動産の
積算価格を４億3900万円と査定し、これを積
算価格の構成比で案分して、土地価格を４億
3582万円、建物価格を318万円と査定。
イ　借家権価格　１億1900万円
借地権割合を90％、借家権割合を土地、建

物ともに30％と査定して、借家権価格を次の
とおり１億1900万円と査定。
（４億3582万円×90％×30％）＋（318万円×
30％）≒１億1900万円
ウ　営業補償等の補償額　7743万3069円
ア　借家人補償（賃料差額補償）
同一需給圏内の類似地域に所在する類似の

新規賃貸事例及び賃貸相場を参考に把握した
地下１階の代替建物の新規支払賃料水準は
6000円／㎡～7000円／㎡であるとして、代替
建物の新規支払賃料を6500円／㎡の単価に面
積280.90㎡を乗じて月額182万6000円と査定
し、実際支払賃料が月額195万5000円（6960
円／㎡）であり、後者の方が大きいから差額
賃料は生じない。
また、敷金残高2700万円は実際支払賃料の

約13.8か月相当であり、標準的な敷金水準10
か月程度からみて敷金の補償は要しない。
イ　店舗内部造作補償額　5964万3909円
①　内装・設備工事費　5020万5311円
②　設計管理料　502万0531円
③　消費税相当額　441万8067円
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ウ　工作物補償額　631万8565円
①　工作物移設等工事費　585万0524円
②　消費税相当額　46万8041円

エ　営業補償額　937万0575円
①　収益減の補償額　82万7626円
②　得意先喪失の補償額　568万7678円
③　固定的経費の補償額　129万4324円
④　 従業員に対する休業手当補償額　100
万2647円

⑤　 店舗移転に伴うその他費用の補償　55
万8300円

オ　その他の通常損失補償額　252万2964円
①　動産移転料　52万0884円
②　移転先選定に要する費用　197万2080円
③　その他雑費　３万円

エ　なお、Ｙは、上記鑑定の結果のうちウア
の借家人補償（賃料差額補償）について、代
替建物の新規支払賃料単価を6500円／㎡とし
ているのは、同一需給圏内の類似地域に所在
する類似の新規賃貸事例として掲げる４事
例、Ａ中央区日本橋２丁目、7206円／㎡、Ｂ
同区京橋２丁目、5727円／㎡、Ｃ同区銀座５
丁目、8477円／㎡、Ｄ同区銀座７丁目、9074
円／㎡の平均単価7621円／㎡よりも著しく低
く、Ａ、Ｃ、Ｄの事例を無視し、Ｂの事例に
引きずられたもので、不合理であり、別件訴
訟における鑑定の結果によれば、本件建物の
３階ないし７階の新規支払賃料単価が7563円
／㎡と査定され、これを本件鑑定の階層別効
用比率（地下１階65、３階ないし６階60）に
従い換算すると、8193円／㎡となるから、代
替建物の新規支払賃料は8000円／㎡を下回る
とは考えられない旨主張する。
しかし、本件鑑定は、同一需給圏内の類似

地域に所在する類似の新規賃貸事例として上
記４事例を参考にしただけではなく、同賃貸
相場も参考にして代替建物の新規支払賃料単
価を査定したもので、Ａ、Ｃ、Ｄの事例を無

視し、Ｂの事例に引きずられて査定したとの
指摘は当たらず、別件訴訟の鑑定の結果につ
いては、鑑定時点を異にし、同鑑定がどのよ
うな事例を参考としたか本件記録上定かでは
ないことからすると、上記Ｙの主張する事由
をもって、本件鑑定の結果が不合理であると
いうことはできない。
⑶　検討
ア　本件鑑定の結果は、上記⑵のとおりであ
り、その算定過程に特段、不自然、不合理な
点はないから、立退料の算定に際し、その結
果を尊重して参照することが相当である。
そして、本件鑑定の結果によれば、平成29

年９月６日時点の適正立退料として、借家権
価格（対価補償）を１億1900万円と、営業補
償等の補償額を7785万6013円と査定され、１
億9700万円と算定されているところ、前記の
とおり、立退料の算定の基準時は平成28年12
月末日の経過時とするのが相当であり、借家
権価格（対価補償）分については、その算定
過程において、土地価格につき平成29年１月
１日から＋４％の時点修正がされているか
ら、概ね－４％（－476万円）弱程度の減算
をするのが相当であるということになる。他
方、営業補償等の補償額については、その算
定過程において、特に基準時が異なることに
よる修正の必要があるとはいえない。
イ　次に、前記１⑵エのとおり、Ｙは、近隣
地域において本件店舗と同等の代替店舗を確
保することが困難であることが推察され、こ
の点は、正当事由の有無に際して重視すべき
事情ということはできないものの、経済的損
失として考慮されるべき事情であるから、立
退料の算定に際しては、これを斟酌すること
が相当である。しかるところ、本件鑑定の営
業補償等の補償額の査定において、この点が、
充分に考慮されているとまではいえないか
ら、この点は修正することが相当である。
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そして、他方で、条件を緩和することによ
り代替店舗を確保することが困難であるとは
認められないことにも鑑みると、上記事情は、
一定の限度で考慮するにとどめることが相当
であり、上記査定の項目のうち、通常よりも
店舗の移転に時間を要する可能性がある点
で、前記⑵ウエ①の収益減の補償額及び同④
の従業員に対する休業手当補償額と考慮すべ
き要素が重なり、収益の回復に時間がかかる
可能性がある点で、同②の得意先喪失の補償
額と考慮すべき要素が重なると考えられるこ
とから、上記各項目の査定に際し、前者につ
いては期間を0.5か月としているところを１
か月程度に修正し、後者については売上高を
１か月としているところを２か月程度に修正
して、752万円程度の加算をすることが相当
である。
ウ　上記説示したところに、本件に現れた諸
般の事情を総合考慮すると、本件立退料の額
は、２億円と定めるのが相当である。
⑷　小括
 以上によれば、Ｙは、Ｘから２億円の立
退料の支払を受けるのと引き換えに、Ｘに対
し、本件建物部分を明け渡す義務を負う。
３　結論
以上の次第で、Ｘの本訴請求は、主文第１
項の限度で理由があるから、その限度で認容
し、その余は理由がないから棄却することと
して、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条、
64条本文を適用して、主文のとおり判決する。

2 ．委員会における指摘事項

○裁判所の建物明渡しや立退料等に関する考
え方
・最高裁は、戦後すぐの時期、大規模修繕が
必要な場合や建物が朽廃している場合は、
かなり明渡しを認めており、立退料という
概念ができてきたのは、昭和30年代くらい

である。建物が倒壊する危険がある場合に
は、所有者に工作物責任が生じる恐れもあ
るのであり、正当事由があるとしても基本
的に建物の明渡しを認めるべき、という考
え方もあろう。

・バブルの時は、立退料が数億円を超えるも
のも多くあったが、近年、それが抑えられ
てきている中で（例えば、居住用建物の立
退料については、従前賃料と新賃料との差
額の２～３年分、引越費用、慰謝料等を総
合的に判断するものが多い。）、最近、少し
上昇してきている印象がある。

・最近の裁判例では、建物の明渡しの可否に
ついて、①賃貸人が継続しているか交代し
たか（交代している場合は認められにく
い）、②建物老朽化がどのくらい進んでい
るか、③賃借人の立退きがどのくらい進ん
でいるか、といった事情を踏まえ、判断さ
れることが多い。また、再開発地域内であ
ることは、明渡しを認める大きな要素とな
る。

○本判決について
・本判決は、賃貸人が交代しているのに明渡
しを認めたこと、立退料が比較的高額にな
っていることで、特徴的な事案であるが、
あくまで、最近の再開発地域における賃借
人の立退きが進んだ一つの事例として理解
する必要がある。

・建物の明渡しや立退料等に関する判決につ
いては、どうしても事案ごとの事情を踏ま
えた判決にならざるを得ないので、しっか
りとした論理を求めるのには一定の限界が
あるが、本判決については、建物賃貸借契
約における「やむを得ない事由」と借地借
家法の「正当事由」を区別せず判断してい
ること、立退料の対象である借家権価格と
営業補償との違いが明確でないこと、営業
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補償の中の得意先喪失補償について本件で
そのような損失が発生しているのか明確で
ないことなど、様々な課題がある。

3 ．参考資料

（委員会資料より一部抜粋）

Ⅰ．参考法令等

1　借地借家法

第26条（建物賃貸借契約の更新等）
建物の賃貸借について期間の定めがある場

合において、当事者が期間の満了の１年前か
ら６月前までの間に相手方に対して更新をし
ない旨の通知又は条件を変更しなければ更新
をしない旨の通知をしなかったときは、従前
の契約と同一の条件で契約を更新したものと
みなす。ただし、その期間は、定めがないも
のとする。
２　前項の通知をした場合であっても、建物
の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が
使用を継続する場合において、建物の賃貸人
が遅滞なく意義を述べなかったときも、同項
と同様とする。
３　建物の賃貸借がされている場合において
は、建物の転借人がする建物の使用の継続を
建物の賃借人がする建物の使用の継続とみな
して、建物の賃借人との間について前項の規
定を適用する。

第27条（解約による建物賃貸借の終了）
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし

た場合においては、建物の賃貸借は、解約の
申入れの日から６月を経過することによって
終了する。
２　前条第２項及び第３項の規定は、建物の
賃貸借が解約の申入れによって終了した場合
に準用する。

第28条（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件）
建物の賃貸人による第26条第１項の通知又

は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃
貸人及び賃借人（転貸人を含む。以下この条
において同じ。）が建物の使用を必要とする
事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経
過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建
物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は
建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対し
て財産上の給付をする旨の申出をした場合に
おけるその申出を考慮して、正当の事由があ
ると認められる場合でなければ、することが
できない。

2 　耐震改修促進法

第14条（特定既存耐震不適格建築物の所有者
の努力）
次に掲げる建築物であって既存耐震不適格

建築物であるもの（要安全確認計画記載建築
物であるものを除く。以下「特定既存耐震不
適格建築物」という。）の所有者は、当該特
定既存耐震不適格建築物について耐震診断を
行い、その結果、自身に対する安全性の向上
を図る必要があると認められるときは、当該
特定既存耐震不適格建築物について耐震改修
を行うよう努めなければならない。
一　学校、体育館、病院、劇場、観覧上、集
会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホーム
その他多数の者が利用する建築物で政令定め
るものであって政令で定める規模以上のもの
二　火薬類、石油類その他政令で定める危険
物であって政令で定める数量以上のものの貯
蔵場又は処理場の用途に供する建築物
三　その敷地が第５条第３項第２号若しくは
第３号の規定により、都道府県耐震改修促進
計画に記載された道路又は第６条第３項の規
定により市町村耐震改修促進計画に記載され
た道路に接する通行障害建築物
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Ⅱ．参考裁判例

１．Ｈ31.1.29　東京地裁　ウェストロー・ジ
ャパン
〇築50年以上の建物の店舗賃貸人が、賃借人
に対し、建物老朽化により倒壊又は崩壊の
危険性があるなど、契約の解約申入れには
正当事由があり、解約申入れの日から６か
月を経過した日をもって終了した等を主張
して、建物明渡を求めたが、賃借人は自己
使用の必要性が極めて高い一方、賃貸人の
自己使用の必要性がほとんどないことは明
らかであり、Is値が一部で0.3または0.6を
下回っているとされているが、建替えの必
要性までは指摘されておらず、また経年劣
化が見られるとしても差し迫った建替えの
必要が生ずるに至っているとまでは認めら
れない。賃貸人の耐震補強工事は賃料を前
提として賄うことも可能であり経済合理性
を欠くとはいえず、賃貸人からの立退料の
提供（申出額を更に増額した場合も含む。）
をもって正当事由の存在を肯定することは
できないとして、請求を棄却した事例。

２．Ｈ30.12.12　東京地裁　ウェストロー・
ジャパン
〇築46年のマンション賃貸人が、賃借人に対
し、建物老朽化により賃貸借契約の解約申
入れから６か月の経過をもって契約が終了
したとして、立退料の提供と引換えに建物
明渡を求めた。旧耐震基準の建物であり、
大規模修繕は経済的合理性を欠くとして建
物解体等の必要性が認められた一方、賃借
人の生活を勘案し、賃借人提示の立退料金
額よりは減額されるも、賃貸人が提示した
金額より増額した立退料（家賃差額３年分、
移転初期費用、引越費用）の支払と引き換
えに建物明渡請求を認容した事例。

３．Ｈ30.2.22　東京地裁　ウェストロー・ジ
ャパン

〇老朽化が進行し、耐震診断の結果、大地震
による倒壊の可能性が高い築49年の賃貸中
の旧耐震基準の建物を相続して所有してい
る賃貸人が、昭和45年から当該建物の一部
で理容店を営む賃借人に対し、更新を拒絶
して建物明渡しを求め、大地震による倒壊
の可能性を考慮して、耐震補強工事を行わ
ずに取り壊しを選択することも合理性を有
し、賃貸人主張より立退料を増額し、賃借
人主張よりは減額した金額を提供する条件
にて、建物明渡請求が認容された事例。

４．Ｈ30.2.14　東京地裁　ウェストロー・ジ
ャパン

〇店舗ビルの賃貸人が、当該ビルで店舗運営
している賃借人に対し、ビルには建築基準
法等の違反があり是正不可能であること、
改修は困難で、旧耐震基準の建築で耐震構
造上問題もあり、建替えざるを得ないこと
等で解約申入は正当事由があり、立退料を
提供することで、賃貸借契約終了に基づき
建物明渡と賃料相当損害金を求めたが、賃
貸人の自己使用の必要性がほとんどないこ
とは明らかである一方、賃借人は自己使用
の必要性が高く、建物の法令違反は認めら
れるとしても、賃貸借契約存続を前提とし
た上でなお対応可能なものと考えられ、ま
た経年劣化があっても建替の必要性が生ず
るに至っていない等として、当事者双方の
使用の必要性の点において正当事由の補完
事由にすぎない立退料（賃貸人申出額を増
額した場合を含む。）の提供をもって正当
事由の存在を肯定することはできないとし
て、請求を棄却した事例。

５．Ｈ29.12.25　東京地裁　ウェストロー・
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ジャパン
〇築約50年を経過した旧耐震基準のビルの賃
貸人が、当該ビルは老朽化が著しく地震に
よる倒壊に至る危険等があり、経済的に見
ても敷地の最有効を阻害していて建替えの
必要がある等主張して、賃借人である居酒
屋を経営している個人に対して、立退料支
払をした上での明渡し等を求め、相当程度
の老朽化と安全性に対する懸念がビルには
認められること、耐火建築化の要請の高い
地域であること、ビルの状態から空室も多
く、その経済的価値を有効利用していると
は言い難い状態にあること、修繕実施には
相当額の費用が見込まれ、建替えが合理的
であること等が認められるが、賃借人が店
舗での営業を継続する必要性もなお相応に
高いものがあり、財産上の給付なくして直
ちに正当事由を具備するものとは認められ
ないと解するのが相当であるため、賃貸人
提示より増額した立退料の給付を条件に認
容された事例。

６．Ｈ28.3.18　東京地裁　判例時報2318-31
〇緊急輸送道路沿道の築42年の賃貸建物につ
き、耐震化条例に基づく耐震診断により耐
震性に問題があることが判明し、賃貸建物
を解体する必要があるとして、賃貸人が店
舗営業する賃借人に対し、立退料の支払い
を申し出て、建物賃貸借契約の更新を拒絶
し建物の明渡しを求め、耐震性に問題のあ
る建物で営業することは顧客にも危険であ
り、また近隣において代替物件があること、
他建物でも店舗営業をしていること、損失
は立退料によって一定程度補えること等を
考慮すると、営業継続が困難になるとは認
められず、高額の費用を要する補強工事は
合理性を欠き、建物取り壊しには正当な理
由があるとして、立退料支払により、賃貸

人の更新拒絶理由は借地借家法28条の正当
事由に該当するとして、裁判所の認める立
退料の支払いを条件に賃貸人の明渡しの請
求を認容した事例。

７．Ｈ26.12.19　東京地裁　ウェストロー・
ジャパン

〇築43年で旧耐震基準建物の賃貸人が、賃借
人に対し、特定緊急輸送道路に接する賃貸
建物は耐震性を有せず、補強工事による耐
震化も困難な状態である等として、建物の
朽廃又は解約申入れによる建物賃貸借契約
の終了に基づき、主位的に建物の明渡しを、
予備的に賃貸人提示額又は相当額の立退料
の支払を条件に明渡しを求めた事案におい
て、特定沿道建築物であることを考慮した
立退料の支払いを条件に明渡しの請求が認
容された事例。

８．Ｈ25.3.28　東京地裁　ウェストロー・ジ
ャパン

〇賃貸建物の耐震改修の実施を断念し、同建
物を除却するとして、賃貸人が、話合いの
つかなかった賃借人らに対し、契約満了日
をもって本件各賃貸借契約を終了し以後更
新しない旨の通知をしたものの、各契約期
間満了後も各居室に居住し続けたことか
ら、賃貸借契約終了に基づく建物明渡し及
び約定損害金の支払を求めた事案におい
て、どのような方法で耐震改修を行うべき
かは基本的に建物所有者である賃貸人が決
定すべき事項であるから、賃貸人の判断が
尊重されてしかるべきところ、賃貸人が本
件除却を決定した判断について、その過程
に誤り、非合理性はなく、居住者に対して
も十分な代償措置が取られていると認めら
れるから、除却の判断は相当であるとして、
本件更新拒絶に正当事由があると認めるな



127

RETIO.  NO.121  2021年春号  

どして、請求を全部認容した事例。

Ⅲ．参考資料

１　賃貸借契約書（抜粋）
賃貸借契約書
●●株式会社（以下「甲」という）とＹ（以
下「乙」という）との間に次のとおり賃貸
借契約を締結する。
第１条（貸室の表示）　
甲はその所有する下記貸室を乙に賃貸し、
乙はこれを賃借する。
１．東京都中央区□□所在、▲▲ビル（鉄筋
コンクリート造、地上７階、地下２階建）
のうち、
　地下１階　85.0坪（280.9平方メートル）
　但し、面積は壁芯計算により、別紙図示の
範囲とする。
２．甲は上記の貸室を現状有姿のまま一括し
て乙に賃貸し、乙はこれを賃借するものと
する。

第２条（賃貸借期間）
賃貸借の期間は、平成10年３月２日から、
平成13年３月１日までの３年間とする。但し、
期間満了の６か月前までに甲乙いずれからも
相手方に対し何らの通知がないときは、期間
満了の際、さらに３年間自動的に延長される
ものとし、その後の期間満了の際も同様とす
る。

第３条（期間内の解約）
やむを得ない事由があるときは、当事者は
本契約期間内でも６か月前までに相手方に書
面により予告することによって、この契約を
解約することができる。但し、乙は６か月分
の賃料共益費相当額を支払って、即時にこの
契約を終了させることができる。

第４条（賃料等）（省略）

第５条（賃料・費用等の支払方法）
１．乙は甲に対し、前条の賃料については、
毎年末日までに翌月分を、その他の費用に
ついては、甲の請求により、遅滞なく甲の
指定する方法で支払う。

２．但し、１か月に満たない賃料その他の諸
費用については、１か月分を30日としてそ
の月の日割り計算とする。

第６条（賃貸借条件の改定）
　　：（省略）
第16条（契約終了と明渡）
期間の満了、その他の事由により、この契

約が終了した際の賃貸借物件の明渡しならび
に返還については次の定めによる。
⑴　乙は賃貸借物件を現状有姿のまま明渡し
返還する。

⑵　この場合、乙は、賃貸借物件に乙が新た
に付加・改装・新設した造作設備等の所有
権を甲のために放棄する。但し、第９条に
よる乙の現状変更に対する甲の承諾条件と
して、原状回復の仕様について、あらかじ
め甲乙間の同意事項がある場合には、これ
による。

⑶　乙の責めに帰すべき原因による賃貸借部
分・共用施設等の破損・滅失は乙の費用負
担において復旧するものとする。

⑷　本契約が終了し、乙が賃貸借物件を明渡
した後に、賃貸部分内に残置した物品等が
あるときは、甲は任意にこれを処分するこ
とができる。

⑸　乙は各号の定めにかかわらず、賃貸借物
件の明渡時に、その時の敷金10％を甲に支
払うものとする。

⑹　乙は貸室明渡にあたり、その事由・名目
の如何にかかわらず、甲に対し、貸室・造
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作・設備・器具等について支出した必要費・
有益費の償還または移転料・立退料の請求
をしない。

第17条（損害金）
　　：（省略）
第19条（敷金）　
１．乙は敷金として金30,000,000円をこの契
約締結と同時に甲に預託する。敷金に利息
は付けない。

２．乙が賃料・損害賠償その他この契約に基
づく甲に対する金銭債務の支払を遅延した
場合、甲は何らの催告を要しないで、敷金
の全部または、一部をその弁済に充当する
ことができる。

３．前項の場合、乙は充当の通知を受けた日
から７日以内に第１項の金額に達するまで
敷金を補充する。

第20条（敷金の返還等）
１．乙が貸室を明渡した場合は、甲は下記期
間経過後、甲に対する乙の債務弁済に充当
した後の敷金残額を乙に返還する。　
（省略）

第22条（貸室立入）
　　：（省略）
第25条（善管注意義務）
（省略）
 以上

２　平成19年11月付耐震診断報告書（第２次
診断）（抜粋）
総合所見
＜ｘ方向（東西方向）＞２次診断の結果、Is
値は、0.39（１階）～0.88（６階）で、６階
以外１階から５階全てのフロアで許容値の
0.6を下回っており、特に１階・２階・３階・

４階において0.4前後という極めて危険度の
高い数値を示している。よって、耐震性の評
価では「２」に該当し、「倒壊又は崩壊する
危険性がある」。
＜ｙ方向（南北方向）＞２次診断の結果、Is
値は最小0.21（２階）～最大0.76（６階）で、
１階から５階全てのフロアで許容値の0.6を
下回っている。特に１階・２階・３階におけ
るIs値は、0.23～0.3という稀にみる極めて危
険度の高い数値を示している。また２階の負
加力では、Ct・Sdも規定の0.3を満足してい
ない。よって耐震性の評価では「１」に該当
し、「倒壊又は崩壊する危険性が高い」。
＜考察＞本建物の耐震性については、～ Is
値がｘ方向で0.39、ｙ方向で0.23という許容
値0.6を大きく下回る判定が出ており、さら
にｙ方向の２階ではCt・Sd指標も0.27という
規準値0.3を下回っている。これらから、本
建物は１階から３階を中心に人命に影響する
ような大きな倒壊又は、崩壊する危険性が極
めて高い建物であると判断する。

３　平成28年６月付耐震診断報告書（抜粋）
＜建物保存状態＞建物の随所に鉄筋錆の溶け
出し、錆による爆裂破壊、構造クラックが確
認された。５階梁については、コンクリート
躯体がはつられ、鉄筋が剥き出しのまま放置
されていた。建物としての保存状態は極めて
悪く、経年指標Ｔを低下させる要因となって
いる。
＜まとめ＞ｘ、ｙ方向共に２階の耐震性能が
最も低いことにより、地震時には２階から先
行して崩壊する可能性が高いと考えられる。
以上の結果より、本建物は「地震の振動及び
衝撃に対して、倒壊又は崩壊する危険性が高
い」と判定される。
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＜おわりに＞

本件は、賃貸人の解約申入れ時点では、正
当事由は認められないものの、その後の老朽
化で危険性が顕在化した等から建替えの必要
性が増大し、賃借人の使用の必要性を上回っ
たとして立退料提供を前提に正当事由が具備
され、建物明渡請求が認められた事案である。
借地借家法第28条における正当事由の有無
は、賃貸人や賃借人の建物の使用を必要とす
る事情のほか、建物の利用状況や現況等様々
な要因を考慮して判断されるが、建物所有者
が、建物老朽化や耐震化のための建替えを希
望しながらも、賃借人保護の観点から、賃貸
借契約の終了が認められず、その実現に至ら
ない場合も多い。今後、老朽化した建物の建
替えは増加していくと思われ、本判決はその
参考となる一つと思われる。
裁判例では、「参考裁判例」の他、老朽化
した建物において、立退料の提供を前提に建
物明渡請求を認めた裁判例として「耐震性に
問題のある建物の賃貸借契約が、立退料提供
を条件とする正当事由が肯定された事例」（東
京地判 平25・1・25 RETIO91-80）、「建物の老
朽化を理由とした建物明渡請求が一定額の支
払と引き換えに認容された事例」（東京地判 
平25・4・16 RETIO93-166）、 一方、建物明渡
請求が認められなかった裁判例では、「建築
後約40年を経過した建物の所有者である賃貸
人による明渡請求が否定された事例」（東京
高判 平24・12・12 RETIO93-158） もあり、あ
わせて参考にされたい。
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